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告

示

青
森
県
告
示
第
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
十
九
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

医
療
法
人
公
和
会
み

か
わ
神
経
科
内
科

八
戸
市
沼
館
一
丁
目
六
の
一
八

平
成
��

･

��･

��

ひ
な
た
薬
局

五
所
川
原
市
字
錦
町
一
の
一
一
二

〃

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

み
か
わ
神
経
科
内
科

八
戸
市
沼
館
一
丁
目
六
の
一
八

平
成
��･

�･

�

ひ
な
た
薬
局

五
所
川
原
市
字
錦
町
一
の
九
一

〃

�
�
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青
森
県
告
示
第
二
十
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
五
年
十
二
月
十
七
日
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
領
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
書
面
及
び
図
書
は
、
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
、
三
八
地
域
県
民
局
地

域
整
備
部
及
び
八
戸
市
庁
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
五
日

八
戸
港
港
湾
管
理
者

青

森

県

代
表
者

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

１

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
二
日
町
九
の
一
五

国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局

２

代
表
者
の
氏
名

国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
長

小
池

剛

二

埋
立
区
域

１

位
置

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
三
六
番
二
、
四
〇
番
、
四
二
番
及
び
四
二
番
に
接
す
る
無
番
地

の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
地
点
の
う
ち
①
の
地
点
と
②
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
三
年
一
月
十
九
日
付
け
国
東
整
港

管
第
五
号
で
竣
功
通
知
し
た
埋
立
地
の
陸
地
と
公
有
水
面
の
境
界
線

(

Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・

三
六
四
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定)

、
②
の
地
点
と
③
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
五
年
の
秋
分
の

満
潮
位

(

Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
四
七
三
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
八
太
郎
地
区
２

号
ふ
頭
波
除
堤
と
の
境
界
線
、
③
の
地
点
か
ら
⑥
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
⑥
の
地

点
と
⑦
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
三
年
二
月
六
日
付
け
運
輸
省
３
二
港
建
公
示
第
二
十
六
号
で
竣
功

通
知
し
た
埋
立
地
の
陸
地
と
公
有
水
面
の
境
界
線

(

Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
一
三
メ
ー
ト
ル
に

よ
り
決
定)

、
⑦
の
地
点
と
⑧
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
年
十
二
月
十
九
日
付
け
青
森
県
告
示
第

七
百
七
十
三
号
で
竣
功
認
可
の
告
示
が
さ
れ
た
埋
立
地
の
陸
地
と
公
有
水
面
の
境
界
線

(

Ｄ
・

Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
一
三
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定)

及
び
⑧
の
地
点
と
①
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十

三
年
二
月
十
三
日
付
け
青
森
県
告
示
第
七
十
四
号
で
竣
功
認
可
の
告
示
が
さ
れ
た
埋
立
地
の
陸

地
と
公
有
水
面
の
境
界
線

(

Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
三
六
四
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定)

に
よ
り

囲
ま
れ
た
区
域

基
点

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
八
太
郎
山
二
番
六
の
国
土
地
理
院
河
原
木
二
等
三
角
点

(

北
緯

四
〇
度
三
二
分
三
〇
・
九
九
六
四
秒
、
東
経
一
四
一
度
二
九
分
二
三
・
四
九
三
八
秒)

①
の
地
点

基
点
か
ら
五
〇
度
四
九
分
三
一
秒
一
、
七
〇
六
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
五
九
度
四
七
分
五
〇
秒
一
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

基
点
か
ら
五
二
度
一
三
分
二
九
秒
一
、
七
一
四
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
六
〇
度
〇
九
分
〇
四
秒
〇
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
一
五
〇
度
〇
〇
分
〇
三
秒
二
九
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
四
〇
度
〇
〇
分
〇
二
秒
二
七
〇
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
三
三
〇
度
〇
八
分
五
一
秒
一
九
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
三
三
〇
度
〇
八
分
五
六
秒
四
六
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

一
八
、
〇
三
四
・
五
三
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
三
六
番
二
、
三
六
番
一
八
、
三
六
番
一
九
、
四
〇
番
、
四
二
番

及
び
四
二
番
に
接
す
る
無
番
地
の
地
内
並
び
に
三
六
番
二
、
四
〇
番
、
四
二
番
及
び
四
二
番
に

接
す
る
無
番
地
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
ア〇
の
地
点
と
カ〇
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま

れ
た
区
域

基
点

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
八
太
郎
山
二
番
六
の
国
土
地
理
院
河
原
木
二
等
三
角
点

(

北
緯
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家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

�

十
和
田
市

平
成

��･

��･

��

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

�

上
北
郡
七
戸
町

〃

� �
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四
〇
度
三
二
分
三
〇
・
九
九
六
四
秒
、
東
経
一
四
一
度
二
九
分
二
三
・
四
九
三
八
秒)

ア〇
の
地
点

基
点
か
ら
四
八
度
一
四
分
五
八
秒
一
、
四
三
九
・
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

イ〇
の
地
点

ア〇
の
地
点
か
ら
六
〇
度
〇
〇
分
二
六
秒
四
三
九
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ウ〇
の
地
点

イ〇
の
地
点
か
ら
一
五
〇
度
一
〇
分
〇
三
秒
四
二
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

エ〇
の
地
点

ウ〇
の
地
点
か
ら
一
七
九
度
二
七
分
五
五
秒
二
一
四
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

オ〇
の
地
点

エ〇
の
地
点
か
ら
二
三
〇
度
五
六
分
一
五
秒
六
九
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ〇
の
地
点

オ〇
の
地
点
か
ら
二
四
〇
度
〇
〇
分
〇
二
秒
二
六
五
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

九
四
、
二
三
九
・
一
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

ふ
頭
用
地

青
森
県
告
示
第
二
十
一
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日
を
も
っ
て
青
森

県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
の
業
務
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
川
原
七
五
の
六
二
一

遠
田

邦
夫

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

六
ヶ
所
テ
ク
ノ
ス
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

米
本

潔

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
一
一
二
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
〇)

第
五
〇
〇
三
九
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
号

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
運
転
免
許
取
得
者
教
育
認
定
機
関
で
あ
る
株
式
会
社
三
沢
中
央
自

動
車
学
校
か
ら
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
五
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

今

井

高

志
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変

更

事

項

変

更

前

変

更

後

名

称

株
式
会
社
三
沢
中
央
自
動
車
学
校

株
式
会
社
エ
ー
ア
ン
ド
エ
フ

代
表
者
の
氏
名

小
比
類
巻

敦
子

小
比
類
巻

春
彦

� �
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


